
第１章 通 則 

 

１－１ 令別表第１に掲げる防火対象物の取扱いについて 

 

第１ 政令別表第１に掲げる防火対象物の項を決定するにあたっては、防火対象物の

使用実態、社会通念、規制目的等を考慮して次により行うこと。項ごとの使用実

態等を判断するにあたっては、別表１を参考とすること。 

 

第２ 令第１条の２第２項後段に規定する「管理についての権原、利用形態その他の

状況により他の用途に供される防火対象物の部分の従属的な部分を構成すると

認められる」部分とは、次の１又は２に該当するものとする。 

１ 令別表対象物の区分に応じ、別表２（Ａ）欄に掲げる当該防火対象物の主たる

用途に供される部分に機能的に従属していると認められる別表２（Ｂ）欄に掲げ

る用途に供される部分で、次の⑴から⑶までの全てに該当するもの。 

⑴ 当該従属的な部分についての管理権原を有する者が主たる用途に供される部

分の管理権原を有する者と同一であること。 

⑵ 当該従属的な部分の利用者が主たる用途に供される部分の利用者と同一であ

るか又は密接な関係を有すること。 

なお、密接な関係を有するとは、主たる用途に供される部分を利用する者が、

主に従属的な部分を利用する場合をいう。 

⑶ 当該従属的な部分の利用時間が主たる用途に供される部分の利用時間とほぼ

同一であること。 

なお、従属的な部分の利用時間が主たる用途の利用時間の範囲内ならば、当

該従属的な部分の利用時間は当該主たる用途の利用時間とほぼ同一とみなす。 

 

参考図 

 

 

Ａ：主たる用途部分  Ｂ：従属的用途部分 

 

２ 主たる用途に供される部分の床面積の合計（他の用途と共用される廊下、階段、

通路、便所、管理室、倉庫、機械室等の部分の床面積は、主たる用途に供され  

る部分及び他の独立した用途に供される部分のそれぞれの床面積に応じ按
あん

分す  

るものとする。以下同じ。）が当該防火対象物の延べ面積の90パーセント以上で

あり、かつ、当該主たる用途以外の独立した用途に供される部分の床面積の合計

が300平方メートル未満である場合における当該独立した用途に供される部分

（令別表第１⑵項ニ、⑸項イ又は⑹項イ⑴から⑶まで、ロ若しくはハに掲げる防

Ｂ 従 

Ｂ 従 
Ａ 主 単体用途防火対象物 



火対象物（利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。）の用途に供される

部分を除く。）。 

 

参考図 

 

 

 

Ａ：主たる用途部分  Ｃ：独立した用途部分 

 

第３ 一般住宅（個人の住居の用に供されるもので、寄宿舎、下宿及び共同住宅以外

のものをいう。以下同じ。）の用途に供される部分が存する防火対象物について

は、前記第１によるほか、次により取り扱うものであること。 

１ 令別表対象物の用途に供される部分の床面積の合計が50平方メートル以下の

場合は、一般住宅の用途に供される部分の床面積の如何にかかわらず当該防火対

象物（防火管理者の選任を必要とするもの又は令別表第１⑵項ニ、⑸項イ若しく

は⑹項イ⑴から⑶まで、ロ若しくはハの用途に供する部分が存する防火対象物

（利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。）を除く。）は、一般住宅に該

当するものであること。この場合において、当該防火対象物が防火管理者の選任

を必要とするもの又は同表１⑵項ニ、⑸項イ若しくは⑹項イ⑴から⑶まで、ロ若

しくはハの用途に供する部分が存する防火対象物（利用者を入居させ、又は宿泊

させるものに限る。）にあっては２に準じて用途を判定するものであること。 

 

参考図 

 

 

 

Ｄ：住宅部分（個人住居）  Ｅ：別表用途部分 

 

２ 令別表対象物の用途に供される部分の床面積の合計が50平方メートルを超え

る場合は、次の⑴又は⑵によること。 

⑴ 令別表対象物の用途に供される部分の床面積の合計が一般住宅の用途に供さ

れる部分の床面積の合計よりも小さい場合又はおおむね等しい場合（床面積の

差が10平方メートル以内）は、当該防火対象物は、複合用途防火対象物に該当

するものであること。 
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Ｄ：住宅部分（個人住居）  Ｅ：別表用途部分 

 

⑵ 令別表対象物の用途に供される部分の床面積の合計が一般住宅の用途に供さ

れる部分の床面積の合計よりも大きい場合は、令別表対象物（令別表対象物の

用途が前記⑴により複合用途防火対象物と判定される場合にあっては、複合用

途防火対象物）に該当するものであること。 

 

参考図 

 

 

 

Ｄ：住宅部分（個人住居）  Ｅ：別表用途部分 

 

第４ 令別表対象物の用途に供される部分の床面積の合計が50平方メートル以下の

防火対象物（防火管理者の選任を必要とするもの又は令別表第１⑵項ニ、⑸項イ

若しくは⑹項イ⑴から⑶まで、ロ若しくはハの用途に供する部分が存する防火対

象物（利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。）を除く。）については、

一般住宅として取り扱うものであること。 

 

第５ 令和８年４月１日において現に存する防火対象物又は新築、増築、改築、移

転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に対してこの運用基準を適用

した場合に混乱を生ずると認められるときは、従前の運用基準により判定して

もよいものであること。 
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別表１ 政令別表第１に掲げる防火対象物の定義等 

」 

 

項 定      義 該 当 用 途 例 補 足 事 項 

⑴項イ １ 劇場とは、主として演劇、舞

踊、音楽等を鑑賞する目的で公

衆の集合する施設であって客席

を有するものをいう。 

２ 映画館とは、主として映画を

鑑賞する目的で公衆の集合す

る施設であって客席を有するも

のをいう。 

３ 演芸場とは、落語、講談、漫

才、手品等の演芸を観賞する目

的で、公衆の集合する施設であ

って客席を有するものをいう。 

４ 観覧場とは、スポーツ、見世

物等を鑑賞する目的で公衆の

集合する施設であって客席を有

するものをいう。 

客席を有する各

種競技施設（野

球場、相撲場、

競馬場、競輪

場、競艇場、体

育館等）、寄席、

能楽堂 

１ 本項の防火対象物は、だれでも当

該防火対象物で映画、演劇、スポー

ツ等を観賞できるものであること。 

２ 客席には、いす席、座り席、立

席、が含まれるものであること。 

３ 小規模な選手控席のみを有する体

育館は、本項に含まれないものであ

ること。 

４ 事業所の体育施設等で公衆に観覧

させないものは、本項の防火対象物

として取り扱わないものであるこ

と。 

⑴項ロ １ 公会堂とは、原則として舞台

及び固定いすの客席を有し、主

として映画、演劇等興行的なも

のを観賞し、これと並行してそ

の他の集会、会議等多目的に公

衆の集合する施設であって、通

常国又は地方公共団体が管理す

るものをいう。 

２ 集会場とは、原則として舞台

及び固定いすの客席を有し、主

として映画、演劇等興行的なも

のを鑑賞し、これと並行してそ

の他の集会、会議等多目的に公

衆の集合する施設であって、通

常国又は地方公共団体以外の

者が管理するものをいう。 

市民会館、福祉

会館、音楽室、貸

ホール、貸講堂、

結婚式場、結婚披

露宴会場、公民

館、こどもの家、

葬儀場、市民ホー

ム、地域交流セン

ター 

興行的なものとは、映画、演劇、

演芸、音楽、見世物、舞踊等娯楽的

なものが反復継続されるものをい

う。なお、反復継続とは、月５日以

上行われるものをいう。 

⑵項イ 

 

 

 

 

 

１ キャバレーとは、主として洋

式の設備を設けて客にダンス

をさせ、かつ、客の接待をして

客に飲食させる施設をいう。 

２ カフェーとは、主として洋式

の設備を設けて客を接待して

客に遊興又は飲食をさせる施設

をいう。 

３ ナイトクラブとは、主として

洋式の設備を設けて客にダン

クラブ、バー、

サロン、ホスト

クラブ、キャバク

ラ、ラウンジ 

客を接待することとは、客席にお

いて接待を行うもので、カウンター

越しに接待を行うことは含まないも

のであること。 



項 定      義 該 当 用 途 例 補 足 事 項 

⑵項イ スをさせ、客に飲食をさせる施

設をいう。 

⑵項ロ １ 遊技場とは、設備を設けて客

に囲碁、将棋、マージャン、パ

チンコ、撞球、スマートボール、

チェス、ビンゴ、ボーリングそ

の他の遊技又は競技を行わせる

施設をいう。 

２ ダンスホールとは、設備を設

けて客にダンスをさせる施設

をいう。 

ボーリング場、

パチンコ店、ス

マ ー ト ボ ー ル

場、ビリヤード

場、ビンゴ場、射

的場、ゴーゴー

喫 茶 、 デ ィ ス

コ、ダンス教習

所、ゲームセン

ター、カラオケ施

設、バッティング

センター、サバイ

バルゲーム場、ラ

ジコンサーキット

場、プリントシー

ル機専門店、場外

投票券売場 

１ 遊技場で行う競技は、娯楽性のある

競技であること。 

２ ダンス教習所とは、ダンスホール

にも使用される教習所をいうもので

あること。（いわゆるダンススクール

は、⒂項として取扱うこと。） 

３ ディスコとは、大音響装置を設け

てストロボ照明等の中で客にダンス

を行わせるディスコホールを有する

ものをいう。 

４ カラオケ施設とは、設備を設けて

客に歌を唄わせる営業を行う施設

をいう（個室においてサービスを

提供するものを除く。）。 

５ バッティングセンター又はゴルフ

練習場（シュミレーション形式含む）

であって、不特定多数が利用しない

場合（会員制、スクール形式、レッ

スン形式など）は、本項ではなく練

習場として⒂項で取扱うこと。 

⑵項ハ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 本項の防火対象物は、風俗営

業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律（昭和23年法律

第122号。以下「風営法」とい

う。）第２条第５項に規定する

性風俗関連特殊営業を営む店舗

（⑴項イ、⑵項ニ、⑷項、⑸項

イ及び⑼項イに掲げる防火対

象物の用途に供されているも

のを除く。）及びその他これに

類するものとして総務省令で

定めるものをいう。 

２ 性風俗関連特殊営業を営む

店舗とは、店舗形態を有する性

風俗関連特殊営業のことをい

い、店舗形態を有しないものは

含まれない。（原則的に店舗型

性風俗特殊営業がこれにあた

る。） 

３ その他これに類するものと

して総務省令で定めるものと

は、電話以外の情報通信に関す

る機器（映像機器等）を用いて

異性を紹介する営業を営む店舗

及び異性以外の客に接触する役

務を提供する営業を営む店舗を

ファッションへ

ルス、性感マッサ

ージ、イメージク

ラブ、ＳＭクラ

ブ、のぞき部屋

（興行場法の適

用のないもの）、

アダルトビデオ

レンタルショッ

プ、セリクラ、出

会い系喫茶 

１ 店舗型性風俗関連特殊営業のう

ち、ストリップ劇場（⑴項イ）、テ

レ フ ォ ン ク ラ ブ 及 び 個 室 ア ダ

ルトビデオ（⑵項ニ）、アダルトシ

ョップ（⑷項）、ラブホテル及びモー

テル（⑸項イ）、ソープランド（⑼項

イ）等、既に令別表第１⑴項から⒁項

までに掲げる各用途に分類されてい

るものについては、本項に含まれな

いものであること。 

２ 店舗型性風俗特殊営業とは、次の

いずれかに該当するものをいう。（風

営法第２条第６項） 

⑴ 浴場業（公衆浴場法（昭和23年

法律第139号）第１条第１項に規

定 す る 公 衆 浴 場 を 業 と し て

営業することをいう。）の施設

として個室を設け、当該個室にお

いて異性の客に接触する役務を提

供する営業（同項第１号） 

⑵ 個室を設け、当該個室におい

て異性の客の性的好奇心に応

じてその客に接触する役務を

提供する営業（前号に該当する

営業を除く。）（同項第２号） 



項 定      義 該 当 用 途 例 補 足 事 項 

⑵項ハ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いう。 ⑶ 専ら、性的好奇心をそそる

ため衣服を脱いだ人の姿態を

見せる興行その他の善良の風

俗又は少年の健全な育成に与

える影響が著しい興行の用に

供する興行場（興行場法（昭

和23年法律第137号）第１条第

１項に規定するものをい

う。）として政令で定めるも

のを経営する営業（同項第３

号） 

※ 風営法第２条第６項第３

号の政令で定める興行場

は、次の①から③に掲げる

興行場で、専らこれらの各

号に規定する興行の用に供

するものをいう（風俗営業

等の規制及び業務の適正化

等に関する法律施行令（以

下「風営令」という。）第２

条）。 

① ヌードスタジオその他個

室を設け、当該個室におい

て、当該個室に在室する客

に、その性的好奇心をそそ

るため衣服を脱いだ人の姿

態又はその映像を見せる興

行の用に供する興行場   

※ 本項に該当するものは

「姿態を見せる」ものに限定

され、「映像を見せる」興

業の用に供する興行場は、⑵

項ニに該当する。 

② のぞき劇場その他個室を設

け、当該個室の隣室又はこれに

類する施設において、当該

個室に在室する客に、その性

的好奇心をそそるため衣服を脱

いだ人の姿態又はその映像を見

せる興行の用に供する興行場 

③ ストリップ劇場その他客

席及び舞台を設け、当該舞台

において、客に、その性的好

奇心をそそるため衣服を脱

いだ人の姿態又はその姿態

及びその映像を見せる興行の

用に供する興行場 

⑷ 専ら異性を同伴する客の宿泊

（休憩を含む。以下この条に置い

て同じ。）の用に供する政令で定め

る施設（政令で定める構造又は設備

を有する個室を設けるものに限る。）

を設け、当該施設を当該宿泊に利用

させる営業（同項第４号） 

⑸ 店舗を設けて、専ら、性的好



項 定      義 該 当 用 途 例 補 足 事 項 

⑵項ハ 

 

 

奇心をそそる写真、ビデオテー

プ等その他の物品で政令で定

めるものを販売し、又は貸し付

ける営業（同項第５号） 

⑹ 前各号に掲げるもののほ

か、店舗を設けて営む性風俗

に関する営業で、善良の風

俗、清浄な風俗環境又は少年

の健全な育成に与える影響が

著しい営業として政令で定め

る次のもの（同項第６号） 

店舗を設けて、専ら、面識の

ない異性との一時の性的好奇

心を満たすための交際（会話

を含む。）を希望する者に対

し、当該店舗内においてその

者が異性の姿態若しくはその

画像を見てした面会の申込み

を当該異性に取り次ぐこと又

は当該店舗内に設けた個室若

しくはこれに類する施設にお

いて異性と面会する機会を提

供することにより異性を紹介

する営業（当該異性が当該営

業に従事する者である場合にお

けるものを含み、前⑴、⑵に該

当するものを除く。）（風営令

第５条） 

３ 省令第５条第１項第１号に規定す

る店舗で電話以外の情報通信に関す

る機器（映像機器等）を用いて異性を

紹介する営業を営む店舗とは、いわゆ

るセリクラ（店舗形態を有するものに

限る。）のことをいう。 

⑵項ニ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ カラオケボックスその他遊興

のための設備又は物品を個室（こ

れに類する施設を含む。）におい

て客に利用させる役務を提供す

る業務を営む店舗で総務省令で

定めるものをいう。 

２ 総務省令で定める店舗は、

次の⑴～⑶に掲げるものを

いう。 

⑴ 個室（これに類する施設を

含む。）において、インター

ネットを利用させ、又は漫画

を閲覧させる役務を提供す

る業務を営む店舗 

⑵ 風営法第２条第９項に規

定する店舗型電話異性紹介

営業を営む店舗 

カラオケボック

ス、漫画喫茶、複

合カフェ（個室

（これに類する

施設を含む。）を

設け、インターネ

ット利用等のサ

ービスの提供を

行う店舗）、テレ

フォンクラブ、個

室ビデオ 

１ １の防火対象物にカラオケ等を行

うための複数の個室を有するものを

いい、１の防火対象物に当該個室が

１しかないものは含まれない。 

２ カラオケボックスとは、カラオケ

のための設備を客に利用させる役務

を提供する業務を営む店舗をいう。 

３ 店舗型電話異性紹介営業とは、店

舗を設けて、専ら、面識のない異性

との一時の性的好奇心を満たすた

めの交際（会話を含む。）を希望す

る者に対し、会話（伝言のやり取り

を含むものとし、音声によるものに

限る。）の機会を提供することによ

り異性を紹介する営業で、その一方

の者からの電話による会話の申し

込みを電気通信設備を用いて当該

店舗内に立ち入らせた他の一方の



項 定      義 該 当 用 途 例 補 足 事 項 

⑵項ニ ⑶ 風営令第２条第１号に規

定する興行場（客の性的好奇

心をそそるため衣服を脱い

だ人の映像を見せる興行の

用に供する興行場） 

者に取り次ぐことによって営む

もの（その一方の者が当該営業に従

事する者である場合におけるものを

含む。）をいう（風営法第２条第９項）。 

４ 本項では、興行場（ヌードスタジ

オその他個室を設け、当該個室にお

いて、当該個室に在室する客に、その

性的好奇心をそそるため衣服を脱い

だ人の姿態又はその映像を見せる興

行の用に供する興行場（風営令第２

条第１号））のうち、映像を見せるも

のに限定している。 

５ 本項に規定する個室については、

壁等により完全に区画された部分だ

けではなく、間仕切り等による個室

に準じた閉鎖的なスペース等も含む

ものであること。 

⑶項イ １ 待合とは、主として和式の客

席を設けて、原則として飲食物

を提供せず、芸妓、遊芸かせぎ

人等を招致し、又はあっせんし

て客に遊興させる施設をいう。 

２ 料理店とは、主として和式の

客席を設けて、客を接待して飲

食物を提供する施設をいう。 

３ その他これらに類するもの

とは、実態において待合や料理

店と同視すべきものをいう。 

茶屋、料亭、割烹  

⑶項ロ 飲食店とは、客席において客に

専ら飲食物を提供する施設をい

い、客の遊興又は接待を伴わない

ものをいう。 

喫茶店、スナック、

食堂、そば屋、すし

屋、レストラン、ビ

アホール、スタンド

バー、ライブハウ

ス、ガールズバー 

１ 飲食物を提供する方法には、セル

フサービスを含むものであること。 

２ ライブハウスとは、客席(全ての

席を立ち見とした場合を含む。)を

有し、多数の客に生演奏を聞かせ、

かつ、飲食の提供を伴うものをい

う。 

⑷項 

 

 

 

 

 

 

１ 百貨店、マーケットその他の

物品販売業を営む店舗とは、店

舗において客に物品を販売す

る施設をいう。 

２ 展示場とは、物品を陳列して

不特定多数の者に見せ、物品の

普及、販売促進等に供する施設

をいう。 

魚店、肉店、米店、

パン店、乾物店、

衣料店、洋服店、

家具店、電気器具

店等の小売店舗、

店頭において販

売行為を行う問

屋、卸売専業店

舗、営業用給油取

扱所、スーパーマ

ーケット、展示を

目的とする産業

会館、博覧会場、

１ 物品販売店舗は、大衆を対象とし

たものであり、かつ、店構えが当該

店舗内に大衆が自由に出入りできる

形態を有するものであること。 

２ 店頭で物品の受渡しを行わないも

のは物品販売店舗には含まれないも

のであること。 

 



項 定      義 該 当 用 途 例 補 足 事 項 

⑷項 

 

見本市会場、自動

車展示販売店 

⑸項イ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 旅館とは、宿泊料を受けて人

を宿泊させる施設で、その構造

及び施設の主たる部分が和式の

ものをいう。 

２ ホテルとは、宿泊料を受けて

人を宿泊させる施設で、その構

造及び施設の主たる部分が洋式

のものをいう。 

３ 宿泊所とは、宿泊料を受けて

人を宿泊させる施設で、その構

造及び施設の主たる部分が多人

数で共用するように設けられて

いるものをいう。 

４ その他これらに類するもの

とは、主たる目的は宿泊以外の

ものであっても、副次的な目的

として宿泊サービスを提供して

いる施設をいう。 

保養所、ユースホ

ステル、山小屋、

ロッジ、貸研修所

の宿泊室、青年の

家、モーテル、ウ

ィークリーマン

ション（旅館業法

（ 昭 和 23年 法

律第138号）の適

用対象であるも

の）、サービスア

パートメント（旅

館業法の適用対

象であるもの）、

国家戦 略 特 区

外 国 人 滞 在 施

設、住宅宿泊事業

を行う施 設 、無

料 定 額 宿 泊 所

（宿泊を目的と

しているもので、

日常生活支援住

居施設含む。）、

グランピングテ

ント 

１ 宿泊施設には、会員制度の宿泊施

設、事業所の福利厚生を目的とした

宿泊施設、特定の人を宿泊させる施

設等であっても旅館業法の適用があ

るものが含まれるものであること。 

２ 宿泊とは、宿泊が反復継続され社

会性を有するものであること。 

３ 事業所専用の研修所で事業所の従

業員だけを研修する目的で宿泊させる

施設は、宿泊所に含まれないものであ

ること。なお、この場合は、旅館業法の

適用がないものであること。 

４ 宿泊が可能であるかどうかは、次

に掲げる条件を勘案すること。 

⑴ 不特定多数の者の宿泊が継続し

て行われていること。 

⑵ ベッド、長いす、リクライニング

チェア、布団等の宿泊に用いること

が可能な設備、器具等があること。 

⑶ 深夜営業、24時間営業等により夜

間も客が施設にいること。 

⑷ 施設利用に対して料金を徴収し

ていること。 

５ 旅館業法の適用対象となる施設

（第２条第５項に規定される下宿営

業を除く。）が本項に該当するもので

あること。 

６ 国家戦略特区外国人滞在施設と

は、国家戦略特別区域法（平成25年

法律第107号）第13条第１項に規定する

特定認定を受けた施設をいう。 

７ 住宅宿泊事業を行う施設とは、住

宅宿泊事業法第３条第１項に基づ

く届出を行い、住宅宿泊事業を営

む住宅（届出住宅）のうち、次のい

ずれかに該当するものをいう。 

⑴ 住宅宿泊事業法施行規則（平成

29年厚生労働省・国土交通省令第２

号）第４条第３項第10号に規定す

る、人を宿泊させる間、住宅宿泊事

業者が不在とならない旨の届出が

行われていないもの。 

⑵ 宿泊室（住宅宿泊事業法施行規



項 定      義 該 当 用 途 例 補 足 事 項 

⑸項イ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

則第４条第４項第１号チ⑷に規定

する、宿泊者の就寝の用に供する

室）の床面積の合計が50㎡を超え

るもの。 

（⑴、⑵のいずれにも該当しな

い届出住宅は、本項に含まれな

い（住宅として取扱う。）。） 

８ 無料定額宿泊施設に含まれる

日常生活支援住居施設のうち、入

居者が要介護区分１以上であり、か

つ、施設が業として報酬の有無にか

かわらず規則第５条第６項に規定

するサービスの提供を行っている

ものは、⑹項ロ⑴又は⑹項ハ⑴とす

る 

９ 不特定多数の者を１未満の短期間

で日割りにより宿泊させるものは、

本項に該当するものであること。 

10 通常、重機を使用せず、また高所

での作業がなく、短時間で解体がで

きる簡易的なテント等は、別表外で

あり、本項に含まれないものである

こと。 

⑸項ロ １ 寄宿舎とは、官公庁、学校、

会社等が従業員、学生、生徒等

を集団的に居住させるための施

設をいい、宿泊料の有無を問わ

ないものであること。 

２ 下宿とは、１ヶ月以上の期間

を単位とする宿泊料を受けて

宿泊させる施設をいう。 

３ 共同住宅とは、住宅として用

いられる２以上の集合住宅の

うち、居住者が廊下、階段、エ

レベーター等を共用するもの

（構造上の共用部分を有する

もの）をいう。 

寮、事業所専用の

研修のための宿

泊所、ゲストハウ

ス（シェアハウ

ス）、無料定額宿

泊所（住宅の貸付

を目的としてい

るもので、日常生

活支援住居施設

含む。） 

１ 共同住宅は、便所、浴室、台所等

が各住戸ごとに存在することを要せ

ず、分譲、賃貸の別を問わないもので

あること。 

２ 廊下、階段等の共用部分を有しな

い集合住宅は、長屋（別表外）であり、

共同住宅として扱わないものである

こと。 

３ ゲストハウス（シェアハウス）と

は、業者の運営する賃貸住宅で、便

所、浴室、台所等を共用するものをい

う。 

４ 無料定額宿泊施設に含まれる

日常生活支援住居施設のうち、入

居者が要介護区分１以上であり、か

つ、施設が業として報酬の有無にか

かわらず規則第５条第６項に規定

するサービスの提供を行っている

ものは、⑹項ロ⑴又は⑹項ハ⑴とす

る。 

⑹項イ⑴ 

 

次のいずれにも該当する病院

（火災発生時の延焼を抑制するた

めの消火活動を適切に実施するこ

とができる体制を有するものとし

病院 １ 病院とは、医師又は歯科医師が、

公衆又は特定多数人のため医業又は

歯科医業を行う場所であって、20人

以上の患者を入院させるための施設



項 定      義 該 当 用 途 例 補 足 事 項 

⑹項イ⑴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て総務省令で定めるものを除く。）

をいう。 

１ 診療科名中に特定診療科名

（内科、整形外科、リハビリテ

ーション科その他の総務省令で

定める診療科名をいう。）を有

すること。 

２ 医療法（昭和23年法律第205

号）第７条第２項第４号に規定

する療養病床又は第５号に規

定する一般病床を有するこ

と。 

を有するものをいう（⑹項イ⑶にお

いて同じ。）。 

２ 消火活動を適切に実施することが

できる体制とは、次のいずれにも該

当する体制をいう（以下、介護医

療院において同じ。）。 

⑴ 勤務させる医師、看護師、事務職

員その他の職員の数が、病床数が26

床以下のときは２、26床を超えると

きは２に13床までを増すごとに１

を加えた数を常時下回らない体制 

⑵ 勤務させる医師、看護師、事務職

員その他の職員（宿直勤務を行わせ

る者を除く。）の数が、病床数が60

床以下のときは２、60床を超えると

きは２に60床までを増すごとに２

を加えた数を常時下回らない体制 

３ 前２の「体制」とは前１⑴による職

員の総数の要件及び前１⑵による宿

直勤務者を除いた職員数の要件の両

方を満たす体制をいうものであるこ

と。（例）病床数が60の場合、職員の

総数が５人以上であり、かつ、当該職

員のうち宿直勤務者を除いた職員数

が２人以上である体制をいう。 

４ 前２⑴の「職員の数」とは、１日の

中で、最も職員が少ない時間帯に勤務

している職員（宿直勤務者を含む。）

の総数を基準とするものであること。

なお、職員の数は原則として棟単位で

算定を行うこと。 

５ 前２⑴及び前２⑵の「その他の職

員」とは、歯科医師、助産師、薬剤師、

准看護師、その他病院に勤務する職員

をいうこと。なお、原則として、委託

により警備に従事させる警備員は含

まないが、病院に常駐しており、防火

対象物の構造及び消防用設備等の位

置を把握し、火災時に適切に対応が可

能な者はこの限りではないこと。 

６ 前２⑴の「病床数」とは、医療法第

７条に規定する病床数（以下「許可病

床数」という。）をいうこと。 

７ 前２⑵の「宿直勤務を行わせる者」

とは、労働基準法施行規則（昭和22年

厚生省令第23号）第23条に規定する

「宿直の勤務で断続的な業務」を行う

者をいい、通常の勤務の終了後におい

て、勤務の継続に当たらない軽度又は

短時間の業務を行うために勤務し、当

該勤務中に仮眠等の就寝を伴うこと



項 定      義 該 当 用 途 例 補 足 事 項 

⑹項イ⑴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を認められた職員をいうこと。 

８ 特定診療科名とは、医療法第３条の

２に規定する診療科名のうち、規則第

５条第４項各号に掲げるもの（肛門外

科、乳腺外科、形成外科、美容外科、

小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、

眼科、耳鼻いんこう科、産科、婦人科、

歯科等）以外をいう。 

介護医療院 １ 介護医療院とは、要介護者に対

し、施設サービス計画に基づいて、

療養上の管理、看護、医学的管理の

下における介護及び機能訓練その

他必要な医療並びに日常生活上の

世話を行うことを目的とする施設

として、介護保険法(平成９年法律

第123号)第107条第１項の都道府県知

事の許可を受けたものをいう（⑹項

イ⑵、⑶において同じ。）。（参考：

介護保険法第８条第 29 項） 

２ 入所定員が20人以上の施設であ

るものをいう。 

３ 介護医療院は、要介護者であって、

主として長期にわたり療養が必要で

ある者の入所を想定していることか

ら、特定診療科名を有するものと取

り扱うこと（⑹項イ⑵において同

じ。）。 

４ 療養床（介護医療院の人員、施設及

び設備並びに運営に関する基準（平

成30年厚生労働省令第５号）第３条

第１号に規定するもの。）は、医療法

第７条第２項第４号に規定する療養

病床として取り扱うこと。 

５ 規則第５条第３項に規定する「病

床数」は「療養床数」と読み替えて取

り扱うこと。 

⑹項イ⑵ 

 

 

 

 

 

 

次のいずれにも該当する診療所

をいう。 

１ 診療科名中に特定診療科名を

有すること。 

２ ４人以上の患者を入院させる

ための施設を有すること。 

クリニック １ 特定診療科名とは、医療法第３条

の２に規定する診療科名のうち、規

則第５条第４項各号に掲げるもの以

外をいう。 

２ 「４人以上の患者を入院させるた

めの施設」とは、許可病床数（医療法

第７条に規定する病床数をいう。）が

４以上であるものをいうこと。 

３ 診療所とは、医師又は歯科医師

が、公衆又は特定多数人のため医業

又は歯科医業を行う場所であって、

患者を入院させるための施設を有



項 定      義 該 当 用 途 例 補 足 事 項 

⑹項イ⑵ しないもの又は19人以下の患者を

入院させるための施設を有するも

のをいう（⑹項イ⑶、⑷において同

じ。）。 

 

介護医療院 入所定員が４人以上、19人以下の施設

であるものをいう。 

⑹項イ⑶ 

 

病院（⑹項イ⑴に掲げるものを

除く。）、患者を入院させるため

の施設を有する診療所（⑹項イ⑵

に掲げるものを除く。）又は入所

施設を有する助産所をいう。 

医院、クリニック 助産所とは、助産婦が公衆又は特定

多数人のためその業務（病院又は診療

所で行うものを除く。）を行う場所であ

って、妊婦、産婦又はじょく婦の入所施

設を有しないもの又は９人以下の 入所

施 設 を 有 する も の をい う（⑹項イ

⑷において同じ。）。 

介護医療院 ⑹項イ⑴、⑵に掲げるもの以外のもの

をいう。 

⑹項イ⑷ 患者を入院させるための施設を

有しない診療所又は入所施設を有

しない助産所をいう。 

医院、クリニック １ 保健所は、地域における公衆衛生

の向上及び増進を目的とする行政機

関であって、本項に含まれない。 

２ あん摩マッサージ指圧施術所、

はり施術所、きゅう施術所、柔道整

復施術所は、本項に含まれない。 

 

 

⑹項ロ・⑹項ハの判定については、下記を参考とすること。 

１ 高齢者に対する住環境を整備し、単に高齢者の入居を対象としたシルバーマンション、高優賃共同住宅、

サービス付き高齢者向け住宅等は、⑸項ロに該当するものであるが、共有部分において介護サービスの提

供をするものは、高齢者福祉施設として⑹項ロ又は⑹項ハに該当するものであること。又、⑹項ハに分類

される施設であっても入居・宿泊を伴う施設（⑹項ハ中具体例欄の下線の施設）があることから、用途判

定については届出の有無や名称のみで判断せず、営業形態、サービス内容、サービス受給者の要介護等の

程度の要件を総合的に判断し、判定する必要があることは、従来から変わるものでないこと。（平成21年

消防予第131号） 

２ 「避難が困難な要介護者」とは、介護保険法（平成９年法律第123号）第７条第１項に規定する要介護状

態区分が要介護３から５の者をいう。 

３ 「避難が困難な障害者」とは、障害支援区分４から６の者をいう。 

４ 避難が困難な要介護者を「主として」入居させるものとは、避難が困難な要介護者居室の定員の割合が

施設全体の定員の半数以上のものをいい、要介護者居室の定員及び施設全体の入居者の定員の状況に関す

る資料の提出を求めて要介護者居室の定員の割合を確認すること。なお、要介護者居室とは、介護保険法

第７条第１項に定める要介護状態区分が１以上の者を入居させる居室をいうこと。 

 

 



項 定      義 該 当 用 途 例 補 足 事 項 

５ 避難が困難な要介護者を「主として」宿泊させるものとは、宿泊サービス利用者の半数以上が避難が困

難な要介護者のものをいい、判定にあたっては、ひと月当たりの、施設に宿泊させるサービスの提供に関

する資料の提出を求めて確認すること。 

６ 避難が困難な障害者を「主として」入所させるものとは、避難が困難な障害者の割合が施設全体の入所

者の８割を超えるものをいい、判定にあたっては、障害支援区分４以上の者の割合を、入所者の障害支援

区分に関する資料の提出を求めて確認すること。 

７ 令第21条第１項第１号ロの「利用者を入居させ、又は宿泊させるもの」とは、夜間において利用者が就

寝を伴う用途における火災危険に着目したものであり、入院や入所を含むものであること。利用者に対し

て日中に行っている役務（治療や保育等）が夜間を通して行われるのみで宿泊を伴わないものについては、

原則として該当しないものであること。 

⑹項ロ⑴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑹項ロ⑴ 

 

１ 老人短期入所施設とは、65

歳以上の者であって、養護者

の疾病その他の理由により、

居宅において介護を受けるこ

とが一時的に困難となったもの

等を短期間入所させ、養護する

ことを目的とする施設をいう。

（参考：老人福祉法(昭和38年

法律第133号)第20条の３） 

  

２ 養護老人ホームとは、65歳

以上の者であって、環境上の

理由及び経済的理由(政令で定

めるものに限る。)により居宅

において養護を受けることが困

難な者を入所させ、養護すると

ともに、その者が自立した日常

生活を営み、社会的活動に参加

するために必要な指導及び訓練

その他の援助を行うことを目的

とする施設をいう。（参考：

老人福祉法第20条の４） 

  

３ 特別養護老人ホームとは、

65歳以上の者であって、身体

上又は精神上著しい障害がある

ために常時の介護を必要とし、

かつ、居宅においてこれを受け

ることが困難なものを入所さ

せ、養護することを目的とする

施設をいう。（参考：老人福

祉法第20条の５） 

 

  

４ 軽費老人ホーム（避難が困

難な要介護者を主として入居

させるものに限る。）とは、無

料又は低額な料金で、老人を入

所させ、食事の提供その他日常

生活上必要な便宜を供与するこ

とを目的とする施設のうち、要

１ 軽費老人  

ホームＡ型 

２ 軽費老人  

ホームＢ型 

３ ケアハウス 

１ 軽費老人ホームＡ型とは、軽費老

人ホームのうち給食その他日常生活

上必要な便宜を供与する施設をい

う。 

２ 軽費老人ホームＢ型とは、軽費老

人ホームのうち通常は利用者が自炊
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⑹項ロ⑴ 

 

介護者用の居室の定員が全定

員の半数以上を占めるもの

で、老人デイサービスセンタ

ー、老人短期入所施設、養護老

人ホーム及び特別養護老人ホー

ムを除くものをいう。（参

考：老人福祉法第20条の６） 

して生活し、必要に応じて相談を受

け、病気の時の給食などの便宜を供

与する施設をいう。 

 

３ ケアハウスとは、軽費老人ホーム

のうち自炊できない程度の状態にあ

り、独立して生活するには不安が認

められる人を対象に、給食その他日

常生活上必要な便宜を供与する施設

をいう。 

５ 有料老人ホーム（避難が困

難な要介護者を主として入居

させるものに限る。）とは、

老人を入居させ、入浴、排せつ

若しくは食事の介護、食事の

提供又はその他の日常生活上

必要な便宜の供与（他に委託

して供与をする場合及び将来

において供与をすることを約

する場合を含む。）をする事

業を行う施設のうち、要介護

者用の居室の定員が全定員の

半数以上を占めるものをい

う。（参考：老人福祉法第29

条） 

サービス付  

高齢者向け住宅 

サービス付高齢者向け住宅又は高齢

者生活福祉センター（生活支援ハウ

ス）のうち、当該施設を設置・運営し

ている事業者又は当該事業者から委

託、紹介又はあっせん等を受けた外部

事業者により、食事の提供、介護サー

ビス（状況把握サービス及び生活相談

サービスを除く。）の提供、家事代行

又は健康管理のいずれか１つでも行わ

れているものについては、⑹項に含ま

れる。                           

なお、上記に該当しないものについ

ても実態により⑹項として判断され

るべきものもあるため、用途の判定

については、福祉部局になされた届

出等を考慮しつつ、営業形態、サー

ビスの内容、利用者の避難困難性、事

業者の受入れ体制等の事業内容を十分

に把握し、総合的に火災危険性を勘案した

上ですること。 

６ 介護老人保健施設とは、要

介護者に対し、施設サービス

計画に基づいて、看護、医学的

管理の下における介護及び機能

訓練その他必要な医療並びに日

常生活上の世話を行うことを目

的とする施設として、介護保

険法(平成９年法律第123号)第

94条第１項の都道府県知事の許

可を受けたものをいう。（参

考：介護保険法第８条第28

項） 

老人保健施設 

介護老人保健施設 

老人保健施設とは、疾病、負傷等

により、寝たきりの状態にある老人

又はこれに準ずる状態にある老人に

対し、看護、医学的管理の下におけ

る介護及び機能訓練その他必要な医

療を行うとともに、その日常生活上

の世話を行うことを目的とする施設

をいう。                  

老人保健施設に係る老人保健法の規定

は、介護保険法施行法（平成９年法

律第124号）により削除され、平成

12年４月１日時点で現に存する老人

保健施設は介護老人保健施設とみな

されることとされた。 

７ 老人短期入所事業を行う

施設とは、65歳以上の者で

あって、養護者の疾病その他

の理由により、居宅において

介護を受けることが一時的に

困難になった者等を、短期

間入所させ、養護する事業を
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⑹項ロ⑴ 

 

行うための施設をいう。（参

考：老人福祉法第５条の２第

４項） 

８ 小規模多機能型居宅介護事

業を行う施設（避難が困難な

要介護者を主として宿泊させる

ものに限る。）とは、65歳以上

の者であって、身体上または精

神上の障害があるために日常生

活を営むのに支障がある者につ

き、これらの者の心身の状況、

置かれている環境等に応じて、

入浴、排せつ、食事等の介護、

調理、洗濯、掃除等の家事、生

活等に関する相談及び助言、健

康状態の確認その他日常生活に

必要な便宜及び機能訓練を供与

する事業を行うため、通所又は

短期間宿泊させる施設のうち、

実態として利用者をひと月当た

り５日以上施設に宿泊させるサ

ービスを提供しているものをい

う。（参考：老人福祉法第５

条の２第５項） 

 

  

９ 認知症対応型老人共同生活

援助事業を行う施設とは、65

歳以上の者であって、認知症で

あるために日常生活を営むのに

支障がある者等が、共同生活

を営むべき住居において、入

浴、排せつ、食事等の介護その

他の日常生活上の援助を行う事

業を行うための施設をいう。

（参考：老人福祉法第５条の

２第６項） 

認知症高齢者 

グループホーム 

 

10 その他これらに類するもの

として総務省令で定めるもの

とは、次のいずれかのものをい

う。 

⑴ 避難が困難な要介護者を

主として入居させ、業として

入浴、排せつ、食事等の介護、

機能訓練又は看護若しくは

療養上の管理その他の医療

を提供する施設（⑹項イに

掲げるものを除く。）のうち、

要介護者用の居室の定員が

全定員の半数以上を占める

もの。 

宿泊サービスを

提供する老人デ

イサービスセン

ター、宿泊サービ

スを提供する老

人デイサービス

事業を行う施設 
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⑵ 避難が困難な要介護者を主

として宿泊させ、業として入

浴、排せつ、食事等の介護、機

能訓練又は看護若しくは療養

上の管理その他の医療を提供

する施設（⑹項イに掲げるも

のを除く。）のうち、実態とし

て利用者をひと月当たり５日

以上施設に宿泊させるサービ

スを提供しているもの。 

⑹項ロ⑵ 救護施設とは、生活保護を必要

とする状態にある者で、身体上又

は精神上著しい障害があるために

日常生活を営むことが困難な者を

入所させて、生活扶助を行うこと

を目的とする施設をいう。（参

考：生活保護法(昭和25年法律第

144号)第38条第２項） 

  

⑹項ロ⑶ 乳児院とは、乳児（健康上、そ

の他の理由により特に必要のある

場合には、おおむね２歳未満の幼

児を含む。）を入院させてこれを

養育することを目的とする施設を

いう。（参考：児童福祉法(昭和

22年法律第164号)第37条） 

  

⑹項ロ⑷ 障害児入所施設とは、障害児を

入所させて、保護、日常生活の指

導、独立自活に必要な知識技能の

付与及び治療を行うことを目的と

する施設をいう。（参考：児童

福祉法第42条） 

１ 福祉型障害

児入所施設        

２ 医療型障害

児入所施設 

１ 福祉型障害児入所施設とは、障害

児入所施設のうち保護、日常生活の

指導及び独立自活に必要な知識技能

の付与を行うものをいう。 

２ 医療型障害児入所施設とは、障害

児入所施設のうち保護、日常生活の

指導、独立自活に必要な知識技能の

付与及び治療を行うものをいう。 

⑹項ロ⑸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 障害者支援施設（避難が困

難な障害者等を主として入所

させるものに限る。）とは、

障害者につき、施設入所支援

を行うとともに、生活介護、

自立訓練及び就労移行支援を

行う施設（独立行政法人国立

重度知的障害者総合施設のぞ

みの園法(平成14年法律第167

号)第11条第１号の規定によ

り独立行政法人国立重度知的

障害者総合施設のぞみの園が

設置する施設(以下「のぞみ

の園」という。)及び児童福

祉法（昭和22年法律第164

号）第７条第１項に規定する

児童福祉施設を除く。）のう

 施設入所支援とは、その施設に入所

する障害者につき、主として夜間にお

いて、入浴、排せつ又は食事等の介護、

生活等に関する相談及び助言その他の

必要な日常生活上の支援をいう。 
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⑹項ロ⑸ ち、障害支援区分（障害支援

区分に係る市町村審査会によ

る審査及び判定の基準等に関

する命令第１条第２号から第

７号までに定める「障害支援

区分」をいう。）４以上の者

が全入所者の８割を超えるも

のをいう。（参考：障害者の

日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（平

成17年法律第123号）第５条

第11項） 

２ 短期入所を行う施設（避難

が困難な障害者等を主として

入所させるものに限る。）と

は、居宅において介護を行う者

の疾病その他の理由により、短

期間の入所を必要とする障害者

等につき、短期間の入所をさ

せ、入浴、排せつ又は食事の介

護その他の便宜を供与するため

の施設のうち、障害支援区分４

以上の者が全入所者の８割を超

えるものをいう。（参考：障

害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための

法律第５条第８項） 

  

３ 共同生活援助を行う施設（避

難が困難な障害者等を主とし

て入所させるものに限る。）と

は、主として夜間において、共

同生活を営むべき住居において

相談、入浴、排せつ又は食事の

介護その他の日常生活上の援助

を行う施設のうち、障害支援区

分４以上の者が全入所者の８

割を超えるものをいう。（参考：

障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための

法律第５条第17項） 

障害者     

グループホーム 

 

⑹項ハ⑴ 

 

 

 

 

 

１ 老人デイサービスセンター

とは、65歳以上の者であっ

て、身体上又は精神上の障害

があるために日常生活を営む

のに支障があるもの（養護

者を含む｡）を通わせ、入

浴、排せつ、食事の提供、機

能訓練及び介護方法の指導等

の便宜を供与することを目的

とする施設をいう（参考：老

人福祉法第20条の２の２） 

 

 

 

 

 

 

 

１ 生活相談のみを行うものは、本項

に含まれない（⒂項として取扱う。）。 

２ 宿泊サービスを伴うものは、⑹項

ロ⑴又は⑹項ハ⑴のその他これらに

類するものに含まれる。 
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⑹項ハ⑴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 軽費老人ホーム(⑹項ロ⑴に

掲げるものを除く。)とは、無

料又は低額な料金で、老人を入

所させ、食事の提供その他日常

生活上必要な便宜を供与する

ことを目的とする施設のう

ち、要介護者用の居室の定員が

全定員の半数未満で、老人デイ

サービスセンター、老人短期入

所施設、養護老人ホーム及び特

別養護老人ホームを除くものを

いう。（参考：老人福祉法第

20条の６） 

１ 軽費老人 

ホームＡ型 

 

２ 軽費老人 

ホームＢ型 

３ ケアハウス 

１ 軽費老人ホームＡ型とは、軽費老

人ホームのうち給食その他日常生活

上必要な便宜を供与する施設をい

う。 

２ 軽費老人ホームＢ型とは、軽費老

人ホームのうち通常は利用者が自炊

して生活し、必要に応じて相談を受

け、病気の時の給食などの便宜を供

与する施設をいう。 

３ ケアハウスとは、軽費老人ホーム

のうち自炊できない程度の状態にあ

り、独立して生活するには不安が認

められる人を対象に、給食その他日

常生活上必要な便宜を供与する施設

をいう。 

３ 老人福祉センターとは、無

料又は低額な料金で、老人に

関する各種の相談に応ずるとと

もに、老人に対して、健康の増

進、教養の向上及びレクリエー

ションのための便宜を総合的に

供与することを目的とする施設

をいう。（参考：老人福祉法

第20条の７） 

高年者センター 

地域福祉センター 

 

 

４ 老人介護支援センターと

は、地域の老人の福祉に関す

る各般の問題につき、老人、そ

の養護者、地域住民その他の者

からの相談に応じ、必要な助言

を行うとともに、主として居宅

において介護を受ける老人又は

その養護者と市町村、老人居宅

生活支援事業を行う者、老人福

祉施設、医療施設、老人クラブ

その他老人の福祉を増進するこ

とを目的とする事業を行う者等

との連絡調整その他の援助を総

合的に行うことを目的とする施

設をいう。（参考：老人福祉

法第20条の７の２） 

在宅介護支援  

センター 

宿泊施設がなく、入浴介助、機能訓

練、介護方法の指導等を行わないもの

は本項に含まれない（⒂項として取扱

う。）。 

５ 有料老人ホーム(⑹項ロ⑴に

掲げるものを除く。)とは、老

人を入居させ、入浴、排せつ若

しくは食事の介護、食事の提供

又はその他の日常生活上必要な

便宜の供与（他に委託して供与

をする場合及び将来において供

与をすることを約する場合を含

む。）をする事業を行う施設の

うち、要介護者用の居室の定員

サービス付  

高齢者向け住宅 

サービス付高齢者向け住宅又は高齢

者生活福祉センター（生活支援ハウス）

のうち、当該施設を設置・運営している

事業者又は当該事業者から委託、紹介又

はあっせん等を受けた外部事業者によ

り、食事の提供、介護サービス（状況把

握サービス及び生活相談サービスを除

く。）の提供、家事代行又は健康管理の

いずれか１つでも行われているものに

ついては、⑹項に含まれる。なお、上記
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が全定員の半数未満であるもの

をいう。（参考：老人福祉法

第29条） 

に該当しないものについても実態に

より⑹項として判断されるべきもの

もあるため、用途の判定については、

福祉部局になされた届出等を考慮し

つつ、営業形態、サービスの内容、利

用者の避難困難性、事業者の受入れ体

制等の事業内容を十分に把握し、総

合的に火災危険性を勘案した上で

すること。 

６ 老人デイサービス事業を行

う施設とは、65歳以上の者で

あって、身体上又は精神上の障

害があるために日常生活を営む

のに支障がある者（その養護者

を含む。）等につき、入浴、排

せつ、食事等の介護、機能訓

練、介護方法の指導、生活等に

関する相談及び助言、健康状態

の確認その他必要な便宜を供与

する事業を行うための施設をい

う。（参考：老人福祉法第５

条の２第３項） 

 １ 生活相談のみを行うものは、本項

に含まれない（⒂項として取扱う。）。 

２ 宿泊サービスを伴うものは、⑹項

ロ⑴又は⑹項ハ⑴のその他これらに

類するものとして取扱う。 

７ 小規模多機能型居宅介護事

業を行う施設（⑹項ロ⑴に掲

げるものを除く。）とは、65歳

以上の者であって、身体上又は

精神上の障害があるために日常

生活を営むのに支障がある者に

つき、これらの者の心身の状

況、置かれている環境等に応じ

て、入浴、排せつ、食事等の介

護、調理、洗濯、掃除等の家

事、生活等に関する相談及び助

言、健康状態の確認その他日常

生活に必要な便宜及び機能訓練

を供与する事業を行うため、通

所又は短期間宿泊させる施設

のうち、 実態として利用者を

ひと月当たり５日以上施設に宿

泊させるサービスを提供してい

ないものをいう。（参考：老

人福祉法第５条の２第５項） 

  

８ その他これらに類するもの

として総務省令で定めるもの

とは、次のいずれかのものをい

う。 

⑴ 避難が困難な要介護者を

主として入居させ、業として

入浴、排せつ、食事等の介護、

機能訓練又は看護若しくは

療養上の管理その他の医療

宿泊サービスを

提供する老人デ

イサービスセン

ター、宿泊サービ

スを提供する老

人デイサービス

事業を行う施設 
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を提供する施設（⑹項イに

掲げるものを除く。）のうち、

要介護者用の居室の定員が

全定員の半数未満であるも

の。 

⑵ 避難が困難な要介護者を

主として宿泊させ、業として

入浴、排せつ、食事等の介護、

機能訓練又は看護若しくは

療養上の管理その他の医療

を提供する施設（⑹項イに

掲げるものを除く。）のうち、

実態として利用者をひと月

当たり５日以上施設に宿泊

させるサービスを提供して

いないもの。 

⑹項ハ⑵ 更生施設とは、生活保護を必要と

する状態にあるもので、身体上又

は精神上の理由により養護及び生

活指導を必要とする者を入所させ

て生活扶助を行うことを目的とす

る施設をいう。（参考：生活保護

法第38条第３項） 

  

⑹項ハ⑶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 助産施設とは、保健上必要

があるにもかかわらず、経済

的理由により入院助産を受ける

ことができない妊産婦を入所さ

せて、助産を受けさせることを

目的とする施設をいう。（参

考：児童福祉法第36条） 

  

２ 保育所とは、日々保護者の委

託を受けて、保育に欠けるその

乳児又は幼児を保育することを

目的とする施設をいう。 

※ 託児所が保育上必要な施

設(乳児室、保育室等)を一部

分でも専用として有する場合

は、認可の有無、乳幼児数、保

母数に関わらず保育所に含ま

れる。なお、住居と兼用してい

るものは含まれない。（参考：

児童福祉法第39条） 

 

 

 

 

 

１ 認可保育所 

２ 認可外保育所 

３ 保育室 

４ 事業所内  

保育所 

５ 院内保育所  

６ ベビー  

ホテル 

７ 認定こども

園（幼保連 携

型 こ ど も 園

を 除 く。） 

 

 

１ 保育所のうち、国、都若しくは区

市町村が設置するもの又は国、都及

び区市町村以外のものが児童福祉法

第35条第４項による都知事の認可を

得て設置するものをいう。 

２ 保育所のうち都道府県知事、政令

指定都市又は中核市の市長の認可を

受けていないもの。 

３ 保育室設置基準に基づき、区市町

村が保育室利用契約を締結し、かつ、

都費の補助対象となっているもの。 

４ 事業所内に設置され、当該事業所

の従業員の児童を対象として保育

事業をおこなっているもの及び事

業所外に設置され、専ら特定の事

業所の従業員の児童を対象として

いるもの。 

５ 事業所内保育所のうち、医療機関
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内に設置されているもの。 

６ 次の条件のうち、いずれか１つ以

上該当するもので、他の分類に含ま

れないもの。 

⑴ 午後７時以降の保育を行ってい

るもの 

⑵ 児童の宿泊を行う保育を行って

いるもの 

⑶ 時間単位での児童の預かりを行

っているもの 

７ 認定こども園(幼保連携型認定こ

ども園を除く。)とは、就学前の子ど

もを、保護者の就労の有無に関わら

ず受け入れ、幼児教育・保育を一体

的に提供する機能、地域における子

育て支援を行う機能を備え、岡崎市

長の認定を受けた以下３つの施設

をいう（岡崎市幼保連携型認定

こども園以外の認定こども園の

認定の要件を定める条例(平成

31年 3月 25日 条 例 第 18号 )第３

条）。 

⒧ 幼稚園型認定こども園認可幼稚

園が、保育が必要な子供のための保

育時間を確保するなど、保育所的な

機能を備えたもの。 

⑵ 保育所型認定こども園認可保育

所が、保育が必要な子供以外の

子供も受け入れるなど、幼稚園的

機能を備えているもの。 

⑶ 地方裁量型認定こども園幼稚園・

保育所いずれの認可もない地域の

教育・保育施設が認定こども園とし

て必要な機能を果たすもの。 

３ 幼保連携型認定こども園と

は、幼稚園的機能と保育所的

機能の両方を合わせて持つ単一

の施設で小学校就学前の子供の

教育・保育・子育て支援を一体

的に提供する施設をいう。（参

考：就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律（平成18

年法律第77号）第 ９条） 

 

  

４ 児童養護施設とは、乳児を

除く保護者のない児童、虐待

されている児童その他環境上養

護を要する児童を入所させて、

これを養護し、あわせて退所し

た者に対する相談その他自立の

ための援助を行うことを目的と

（虚弱児施設） 虚弱児施設とは、身体の虚弱な児童に

適正な環境を与えて、その健康増進を図

ることを目的とする施設をいう。虚弱児

施設に係る児童福祉法の規定は、児童福

祉法等の一部を改正する法律（平成９

年法律第74号）により削除され、平成

10年４月１日時点で現に存する虚弱児
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する施設をいう。（参考：児

童福祉法第41条） 

施設は、児童養護施設とみなされること

とされた。 

５ 児童自立支援施設とは、不

良行為をなし、又はなすおそ

れのある児童及び家庭環境その

他の環境上の理由により生活指

導等を要する児童を入所さ

せ、又は保護者の下から通わ

せて、個々の児童の状況に応じ

て必要な指導を行い、その自立

を支援し、あわせて退所した者

について相談その他の援助を行

うことを目的とする施設をい

う。（参考：児童福祉法第44

条） 

  

６ 児童家庭支援センターと

は、地域の児童の福祉に関す

る各般の問題につき、児童、母

子家庭その他の家庭、地域住民

その他からの相談に応じ、必要

な助言を行うとともに、児童福

祉法第26条第１項第２号及び

第27条第１項第２号の規定に

よる指導を行い、あわせて児童

相談所、児童福祉施設等との連

絡調整、訪問等のその他厚生省

令の定める援助を総合的に行う

ことを目的とする施設をいう。

（参考：児童福祉法第44条の

２） 

こども家庭支援セ

ンター 

宿泊施設がない児童家庭支援セン

ターは本項に含まれない（⒂項として

取扱う。）。 

７ 一時預かり事業を行う施設

とは、家庭において保育を受

けることが一時的に困難となっ

た乳児又は幼児について、主と

して昼間において、保育所その

他の場所において、一時的に預

かり、必要な保護を行う事業を

いう。（参考：児童福祉法第

６条の３第７項） 

  

８ 家庭的保育事業を行う施設

とは、乳児又は幼児につい

て、家庭的保育者（市町村長又

は特別区の区長が適当と認める

もの）の居宅その他の場所にお

いて、家庭的保育者による保育

を行う施設をいう。（参考：

児童福祉法第６条の３第９

項） 
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９ その他これらに類するもの

として総務省令で定めるもの

とは、業として乳児若しくは幼

児を一時的に預かる施設又は業

として乳児若しくは幼児に保育

を提供する施設（同項ロに掲げ

るものを除く。）とする。 

  

⑹項ハ⑷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 児童発達支援センターと

は、障害児を日々保護者の下

から通わせて、日常生活におけ

る基本的動作の指導、独立自活

に必要な知識技能の付与又は集

団生活への適応のための訓練及

び治療を提供することを目的と

する施設をいう。（参考：児

童福祉法第43条） 

１ 福祉型児童

発達支援セン

ター 

２ 医療型児童

発達支援セン

ター 

１ 福祉型児童発達支援センターと

は、日常生活における基本的動作の

指導、独立自活に必要な知識技能の

付与又は集団生活への適応のための

訓練を行うものをいう。 

２ 医療型児童発達支援センターと

は、日常生活における基本的動作の

指導、独立自活に必要な知識技能の

付与又は集団生活への適応のための

訓練及び治療を行うものをいう。 

２ 児童心理治療施設とは、家庭

環境、学校における交友関係そ

の他の環境上の理由により社会

生活への適応が困難となった児

童を短期入所させ、又は保護者

の下から通わせて、社会生活に

適応するために必要な心理に関

する治療及び生活指導を主とし

て行い、あわせて退所した者に

ついて相談その他の援助を行う

ことを目的とする施設をいう。

（参考：児童福祉法第43条の

２） 

  

３ 児童発達支援を行う施設と

は、障害児につき、児童発達

支援センターその他の厚生労働

省で定める施設に通わせ、日常

生活における基本的動作の指

導、知識技能の付与、集団生活

への適応訓練その他の厚生労働

省令で定める便宜を供与するた

めの施設をいう。（参考：児

童福祉法第６条の２の２第２

項） 

  

４ 放課後等デイサービスを行

う施設とは、学校教育法（昭

和 22年法律第26号）第１条

に規定する学校（幼稚園及び

大学を除く。）に就学してい

る障害児につき、授業の終了後
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又は休業日に、児童発達支援セ

ンターその他の厚生労働省で定

める施設に通わせ、生活能力の

向上のために必要な訓練、社会

との交流の促進その他の便宜を

供与するための施設で児童発達

支援センターを除くものをい

う。（参考：児童福祉法第６

条の２の２第３項） 

⑹項ハ⑸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 身体障害者福祉センターと

は、無料又は低額な料金で、

身体障害者に関する各種の相談

に応じ、身体障害者に対し、機

能訓練、教養の向上、社会との

交流の促進及びレクリエーショ

ンのための便宜を総合的に供与

する施設をいう。（参考：身

体障害者福祉法第31条） 

身体障害者福祉

セ ン タ ー Ａ 型

(都道府県又は

指 定 都 市 が 設

置するもの）、身

体障害者福祉セ

ンターＢ型(区

市又は社会福祉

法人が設置する

もの)、在宅障害

者デイサービス

施設、障害者更生

センター(障害

者とその家族、

ボランティア等

が気軽に宿泊、休

養するため の 便

宜 を 提 供 す る

施 設) 

 

２ 障害者支援施設（⑹項ロ⑸

に掲げるものを除く。）と

は、障害者につき、施設入所

支援を行うとともに、生活介

護、自立訓練及び就労移行支援

を行う施設（のぞみの園及び児

童福祉施設を除く。）のうち、

障害支援区分４以上の者が全入

所者の８割以下のものをいう。

（参考：障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支

援するための法律第５条第11

項） 

  

３ 地域活動支援センターと

は、障害者等を通わせ、創作

的活動又は生産活動の機会の提

供、社会との交流の促進その他

障害者等が自立した日常生活及

び社会生活を営むために必要な

支援を供与する施設をいう。

（参考：障害者の日常生活及
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び社会生活を総合的に支援す

るための法律第５条第27項） 

４ 福祉ホームとは、現に住居

を求めている障害者につき、

低額な料金で、居室その他の設

備を利用させるとともに、日常

生活に必要な便宜を供与する施

設をいう。（参考：障害者の

日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律第５

条第28項） 

身 体 障 害 者 福

祉 ホ ー ム、知的

障害者福祉ホー

ム、精神障害者福

祉ホーム 

 

５ 活介護を行う施設とは、常

時介護を必要とする障害者に

つき、主に昼間において、入

浴、排せつ又は食事の介護、調

理、洗濯及び掃除等の家事、生

活等に関する相談及び助言その

他の必要な日常生活上の支援並

びに創作的活動又は生産活動の

機会の提供その他の身体機能又

は生活能力の向上のために必要

な支援を供与するための施設を

いう。（参考：障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律第５条第

７項） 

障害者通所事業

所、障害者生活介

護事業所 

 

６ 短期入所（⑹項ロ⑸に掲げ

るものを除く。）を行う施設

とは、居宅において介護を行

う者の疾病その他の理由によ

り、短期間の入所を必要とする

障害者等につき、短期間の入所

をさせ、入浴、排せつ又は食事

の介護その他の便宜を供与する

ための施設のうち、障害支援区

分４以上の者が全入所者の８割

以下のものをいう。（参考：

障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための

法律第５条第８項） 

  

７ 自立訓練を行う施設とは、

障害者につき、自立した日常

生活又は社会生活を営むことが

できるよう、厚生労働省令で定

める期間にわたり、身体機能又

は生活能力の向上のために必要

な訓練その他の厚生労働省令で

定める便宜を供与するための施

設をいう。（参考：障害者の

日常生活及び社会生活を総

１ 自立訓練(機

能訓練)事業所 

２ 自立訓練(生

活訓練)事業所 

１ 自立訓練（機能訓練）事業所とは、

身体障害者が、日常生活又は社会生

活ができるよう、一定期間、身体機能

又は生活能力の向上のために必要な

訓練を行うものをいう。 

２ 自立訓練（生活訓練）事業所とは、

知的障害者又は精神障害者に、日常

生活又は社会生活ができるよう、一

定期間、生活能力の維持及び向上

のために必要な訓練を行うもの
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合的に支援するための法律第

５条第12項） 

をいう。 

８ 就労選択支援を行う施設と

は、就労または就労継続を希望

し、就労移行支援・就労継続支

援・一般事業所での雇用などの

選択に際して支援が必要な障

害者（主務省令で定める者）を

対象に、短期間の生産活動など

を通じて就労に関する適性・知

識・能力を評価し、就労の意向

や必要な配慮等を整理すると

ともに、その評価結果に基づき

適切な支援を行う事業者等と

の連絡調整や便宜提供を行う

施設をいう。（参考：障害者の

日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律第５

条第13項） 

  

９ 就労移行支援を行う施設と

は、就労を希望する65歳未満

の障害者につき、厚生労働省令

で定める期間にわたり、生産活

動その他の活動の機会の提供を

通じて、就労に必要な知識及び

能力の向上のために必要な訓

練、求職活動に関する支援、そ

の適正に応じた職場の開拓、就

職後における職場への定着のた

めに必要な相談その他の必要な

便宜を供与する施設をいう。

（参考：障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援す

るための法律第５条第14項） 

  

10 就労継続支援を行う施設と

は、通常の事業所に雇用され

ることが困難な障害者につ

き、就労の機会を提供すると

ともに、生産活動その他の活

動の機会の提供を通じて、その

知識及び能力の向上のために必

要な訓練その他の必要な便宜を

供与するための施設をいう。

（参考：障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するた

めの法律第５条第15項) 

１ 就 労 継 続

支 援 （Ａ型）

事業所 

２ 就 労 継 続

支 援 （Ｂ型）

事業所 

１ 就労継続支援（Ａ型）事業所とは、

一般企業等での就労が困難な障害者

のうち、適切な支援により雇用契約

等に基づき就労する者について、生

産活動その他の活動の機会を提供す

るとともに、就労に必要な知識及び

能力の向上のために必要な訓練や支

援を行うものをいう。 

２ 就労継続支援（Ｂ型）事業所とは、

一般企業等での就労が困難な障害者

のうち、通常の事業所に雇用されて

いた障害者であってその年齢、心身

の状態その他の事情により引き続き

当該事業所に雇用されることが困難

となった者、就労移行支援によって

も通常の事業所に雇用されるに至ら

なかった者等について、生産活動そ
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の他の活動の機会を提供するとと

もに、就労に必要な知識及び能力の

向上のために必要な訓練や支援を行

うものをいう。 

11 共同生活援助を行う施

設（⑹項ロ⑸に掲げるも

のを除く。）とは、主として

夜間において、共同生活を営

むべき住居において相談、入

浴、排せつ又は食事の介護そ

の他の日常生活上の援助を行

う施設のうち、障害支援区分

４以上の者が全入所者の８割

以下のものをいう。（参考：

障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための

法律第５条第18項） 

障害者グループホ

ーム 

 

⑹項ニ 

 

 

 

１ 幼稚園とは、幼児を保育し、

適当な環境を与えてその心身

の発達を助長することを目的と

する学校をいう。 

２ 特別支援学校とは、視覚障

害者、聴覚障害者、知的障害

者、肢体不自由者又は病弱者

（身体虚弱者を含む。)に対し

て、幼稚園、小学校、中学校又

は高等学校に準ずる教育を施す

とともに、障害による学習上又

は生活上の困難を克服し、自立

を図るために必要な知識技能を

授けることを目的とする学校を

いう。（参考：学校教育法第72

条） 

幼稚園、特別支援

学校、盲学校、聾学

校 

幼稚園とは、地方公共団体の認可に

かかわりなく、その実態が幼児の保育

を目的として設けられた施設で足りる

ものであること。 

⑺項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 小学校とは、心身の発達に応

じて義務教育として行われる

普通教育のうち基礎的なものを

施すことを目的とする学校をい

う。 

２ 義務教育学校とは、心身の発

達に応じて、義務教育として行

われる普通教育を基礎的なもの

から一貫して施すことを目的と

する学校をいう。 

３ 中学校とは、小学校における

教育の基礎の上に、心身の発達

に応じて義務教育として行われ

る普通教育を施すことを目的と

する学校をいう。 

４ 高等学校とは、中学校におけ

消防学校、消防

大学校、自治大学

校、警察学校、警察

大学校、理容学校、

美容学校、洋裁学

校、タイピスト学

校、外語学校、料理

学校、防衛大 学

校、防衛医科大

学校、自衛隊学校、

看護学校、看護助

産学校、臨床検査

技師学校、視能訓

練学校、農業大学

校、水産大学校、海

技大学校、海員学

校、航空大学校、

航空保安大学校、

１ 学校教育法では、専修学校は修業

年限が１年以上であり、教育を受け

る者が40名以上あり、校舎面積が

130㎡以上とされている。 

２ 学校教育法では、各種学校は修業

年限が１年以上（簡易に修得するこ

とができる技術、技芸等の課程にあ

っては３箇月以上１年未満）であ

り、校舎面積が原則として115.7㎡

以上とされている。 

３ 同一敷地内にあって教育の一環と

して使用される講堂、体育館、図書館

は学校に含まれる。 

４ 学習塾などで、個別指導形式であ

るものは、⒂項として取扱うこと。 
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る教育の基礎の上に、心身の発

達に応じて高度な普通教育及び

専門教育を施すことを目的とす

る学校をいう。 

５ 高等専門学校とは、深く専門

の学芸を教授し、職業に必要な

能力を育成することを目的とす

る学校をいう。 

６ 中等教育学校とは、小学校に

おける教育の基礎の上に、心身

の発達に応じて、義務教育とし

て行われる普通教育並びに高度

な普通教育及び専門教育を一貫

して施すことを目的とする学校

をいう。 

７ 大学とは、学術の中心として

広く知識を授けるとともに深

く専門の学芸を教授研究し、知

的、道徳的及び応用的能力を展

開させることを目的とする学校

をいう。 

８ 専修学校とは、職業若しく

は実生活に必要な能力を育成

し、又は教養の向上を図ること

を目的とする学校をいう。 

９ 各種学校とは、前１から８ま

でに掲げる学校以外のもので

学校教育に類する教育を行う学

校をいう（他の法令で定めるも

のを除く。）。 

10 その他これらに類するもの

とは、学校教育法に定める以外

のもので、学校教育に類する教

育を行う施設をいう。 

海上保安学校、国

土交通大学校、進

学予備校、学習塾、

自動車学校 

⑻項 

 

 

 

 

 

 

１ 図書館とは、図書、記録その

他必要な資料を収集し、整理

し、又は保存して、一般の利用

に供し、その教養、調査研究、

レクリエーション等に資するこ

とを目的とする施設をいう。 

２ 博物館及び美術館とは、歴

史、美術、民俗、産業及び自然

科学に関する資料を収集し、保

管（育成を含む。）し、又は展

示して教育的配慮のもとに一般

利用に供し、その教養、調査研

究、レクリエーション等に資す

るための施設をいう。 

３ その他これらに類するもの

資料館、郷土館、岡

崎城、ホタル学校 

本項は、物品を鑑賞、観覧、閲覧する

ことを主な目的としたものを指す。不特

定多数の者の利用が見込まれる点で⒁

項と、物品販売等を主な目的としない点

で⑷項と異なる。 
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とは、博物館法で定める博物館

又は図書館以外のもので、図書

館及び博物館と同等のものをい

う。 

⑼項イ 

 

⑼項イ 

 

１ 蒸気浴場とは、蒸気浴を行う公

衆浴場をいう。 

２ 熱気浴場とは、電熱器等を熱

源として高温低湿の空気を利

用する公衆浴場をいう。 

３ その他これらに類するもの

とは、公衆浴場の施設として個

室を設け、当該個室において異

性の客に接触する役務を提供す

るものをいう。 

スーパー銭湯、サ

ウナ浴場、岩盤浴、

蒸風呂 

公衆浴場は、浴場経営という社会性の

ある施設であって、家庭の浴場を親類、

友人に利用させる場合又は近隣の数世

帯が共同して浴場を設け利用している

場合は含まれないものであること。 

⑼項ロ ⑼項イに掲げる公衆浴場以外の

公衆浴場をいう。 

銭 湯 、 鉱 泉 浴

場 、 砂 湯、酵素

風呂、岩盤浴 

１ ⑼項イに同じ。 

２ 本項の公衆浴場は、温湯、潮湯又は

温泉その他を使用して公衆を入浴さ

せるものであること。 

⑽項 １ 車両の停車場とは、鉄道車両

の駅舎（プラットフォームを含

む。）バスターミナルの建築物

等をいうが、旅客の乗降又は待

合の用に供する建築物に限定さ

れるものであること。 

２ 船舶又は航空機の発着場と

は、船舶の発着するふ頭、航空

機の発着する空港施設等をいう

が、旅客の乗降又は待合の用に

供する建築物に限定されるもの

であること。 

  

⑾項 神社、寺院、教会その他これら

に類するものとは、宗教の教養を

ひろめ、儀式行事を行い、及び信

者を教化育成することを目的とす

る施設をいう。 

 結婚式の披露宴会場で、独立性の高い

ものは本項に含まれないものであるこ

と。 

⑿項イ 

 

 

 

工場又は作業場とは、機械又は

道具を使用して物の製造、改造、

加工、修理、洗浄、選別、包装、

装飾、仕上、仕立、破壊又は解体

を行う施設をいう。 

１ 工場とは、物の製造又は加工

を主として行うところでその

機械化が比較的高いものをい

う。 

自動車工場、給食

センター、自動車

修理工場 
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２ 作業場とは、物の製造又は加

工を主として行うところでそ

の機械化が比較的低いものをい

う。 

⑿項ロ 

 

⑿項ロ 

映画スタジオ又はテレビスタジ

オとは、大道具や小道具を用いて

セットを作り、映画フィルム又は

テレビ若しくはそれらのビデオテ

ープを作成する施設をいう。 

 ラジオスタジオは、本項に含まれない

ものであること。 

⒀項イ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 自動車車庫とは、道路運

送車両法（昭和26年法律第

185号）第２条第２項で定め

る自動車（原動機付自転車を

除く。）を運行中以外の場合に

専ら格納する施設をいう。 

２ 駐車場とは、自動車を駐車さ

せる、すなわち客待ち、荷待ち、

貨物の積卸し、故障その他の理

由により継続的に停車させる施

設をいう。 

 １ 自動車の保管場所の確保等に関

する法律（昭和37年法律第145号）

第２条の保管場所となっている防

火対象物が含まれるものであるこ

と。 

２ 自動車車庫又は駐車場は、営業用

又は自家用を問わないものであるこ

と。 

３ 事業所の従属的な部分とみなされ

る駐車場及び自動車車庫は、本項に

含まれないものであること。 

４ 道路運送車両法第２条第３項に規

定する原動機付自転車とは、同法施

行規則第１条で定める総排気量又は

定格出力を有する原動機によるもの

をいう。 

総排気量又は定格出力は、次のとお

り。 

⑴ 内燃機関を原動機とするもの

であって、二輪を有するもの(側

車付のものを除く。)にあって

は、その排気量は0.125リットル

以下、その他のものにあっては

0.050リットル以下 

⑵ 内燃機関以外のものを原動機

とするものであって、二輪を有す

るもの(側車付のものを除く。)に

あっては、その定格出力は1.00キ

ロワット以下、その他のものにあ

っては0.60キロワット以下 

５ 運送会社等の中継施設（荷捌きを

含む。）については(15)項として取

扱うこと。 

⒀項ロ 

 

飛行機又は回転翼航空機の格納

庫とは、航空の用に供することが

できる飛行機、滑空機、飛行船、

ヘリコプターを格納する施設をい

う。 
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⒁項 

 

 

倉庫とは、物品の滅失若しくは

損傷を防止するための工作物であ

って、物品の保管の用に供するも

のをいう。 

農業倉庫、定温倉

庫、低温倉庫、穀物

乾燥施設、ジェッ

トスキー保管庫 

 

⒂項 

⒂項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の事業場とは、⑴項から

⒁項までに掲げる防火対象物以外

の事業場をいい、営利的事業であ

ること非営利的事業であることを

問わず事業活動の専ら行われる一

定の施設をいう。 

官 公 署 、銀 行 、

事 務 所、取引所、

理容室、美容室、ラ

ジオスタジオ、発

電所、変電所、ごみ

処理場、火葬場、納

骨堂、ゴルフ練習

場 、卸 売 市 場 、

写 真 館、保健所、

新聞社、電報 電

話 局 、郵 便 局 、

畜 舎、研修所、ク

リ ー ニ ン グ 店

（ 取 り 次 ぎ 点

に 限 る 。）、職

業訓練所、自動

車教習所、納骨堂、

温室、動物病院、新

聞販売所、採血セ

ンター、場外 投

票 券 売 場 、 モ

デ ル 住 宅、体育

館、レンタルルー

ム、水族館、貸レコ

ード店、学童保育

クラブ、駐輪場（自

転車のみ）、はり灸

院、ミニゴルフ場、

車検場、荷捌き場、

児童育成センタ

ー、質屋・買取専門

店（販売がないも

ののに限る） 

１ 事業とは、一定の目的と計画とに

基づいて同種の行為を反復継続して

行うことをいう。 

２ 住宅は、本項に含まれないもので

あること。 

３ 観覧席（小規模な選手控席を除

く。）を有しない体育館は本項に該

当するものであること。 

４ 異性同伴（休憩のみのもの）、宿

泊又は飲食等を伴わないレンタルル

ームは、本項に該当するものである

こと。 

５ 特定の企業の施設で、その企業の

製品のみを展示陳列する防火対象物

（ショーウィンドウ的な利用形態で

あるショールーム、ＰＲセンター

等）は、本項に該当するものであ

ること。 

６ 運送会社等の中継施設（荷捌きを

含む。）については本項に該当する

ものであること。 

７ 学校の形態を有していない学習

塾、料理教室、スイミングスクール

等については本項に該当するもので

あること。 

８ 場外投票券売場であっても、客席

及びモニターを設け観戦・観覧等を

する場合は２項（ロ）として取り扱

うこと。 

⒃項イ 

 

 

 

本項の防火対象物は、複合用途

防火対象物のうち、その一部に特

定防火対象物（⒃項イ及び（16の

２）項を除く。）の用途を含むも

のをいう。 

 

 

 

 

 

 

⒃項ロ 

 

 

本項の防火対象物は、複合用途

防火対象物のうち、その一部に特

定防火対象物（⒃項イ及び（16の

２）項を除く。）の用途を含まな

いものをいう。 
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（16の２）

項 

 

 

 

（16の２）

項 

法第８条の２第１項で定義され

ているため省略 

 １ 地下道に連続して面する店舗、事

務所等の地下工作物施設が存する下

層階に設けられ、かつ、当該部分から

階段等で通じている駐車場は、地下

街に含まれるものであること。 

２ 地下街の地下道は、店舗、事務所

等の施設の各部分から歩行距離20

ｍ（20ｍ未満の場合は当該距離）以

内の部分を床面積に算入するもので

あること。ただし、随時開くことがで

きる自動閉鎖装置付きのもの又は煙

感知器の作動と連動して閉鎖する方

式の特定防火設備がある場合は、当

該特定防火設備の部分までとする。 

３ 地下街の同一階層の地下鉄道部分

（出札室、事務室等）は地下街に含ま

れないものであること。 

(16の３)

項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政令別表第１で定義されている

ため省略 

 準地下街の範囲は次のとおりとする

こと。 

１ 地下道の部分については、準地下

街を構成する店舗、事務所等の各部

分から歩行距離10ｍ（10ｍ未満の場

合は、当該距離）以内の部分とする

こと。 

２ 建築物の地階については、準地下

街となる地下道の面積範囲に接して

建築物の地階等が面している場合、当

該開口部から準地下街を構成する建

築物の地階等の開口部までの歩行距

離20ｍを超える場合は、当該建築物の

地階等は、含まないものであること。 

３ 建築物の地階が建基政令第123条

第３項第１号に規定する付室を介し

てのみ地下道と接続している建築物

の地階は含まないものであること。 

４ 準地下街を構成する建築物の地階

等の部分が相互に政令第 ８条の床

又は壁で区画されており、地下道に面

して開口部を有していないものにつ

いては、それぞれ別の防火対象物とし

て取り扱うものであること。 

 

５ 地下鉄道施設の部分については、

鉄道の地下停車場の改札口内の区域

及び改札口外であって、当該部分が耐

火構造の壁又は常時閉鎖式若しくは

煙感知連動閉鎖式（２段降下式のもの

を含む。）の特定防火設備で区画され
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ている部分は、当該用途の「建築物」

及び「地下道」としては取り扱わない

ものであること。 

⒄項 

 

 

⒄項 

 

 

 

 

 

 

 

 

本項の防火対象物は、文化

財保護法（昭和25年法律第214

号）の規定によって重要文化財、

重要有形民俗文化財、史跡若しく

は重要な文化財として指定され、

又は旧重要美術品の保存に関する

法律（昭和８年法律第43号）の規

定によって重要美術品として認定

された建造物をいう。 

明願寺、旧額田郡

公会堂、旧額田郡

物産陳列所、宗教

法人甲山寺、宗教

法人瀧山寺、瀧山

東照宮、弥勒山信

光明寺、宗教法人

大樹寺、瀧山寺 

三門、宗教法人 

八幡宮（土呂八幡

宮）、上地八幡宮、

宗教法人天恩寺、

保久八幡宮（農村

舞台）、妙源寺 

１ 重要文化財とは、建造物、絵画、

彫刻、工芸品、書籍、典籍、古文書そ

の他の有形（無形省略）の文化的所産

でわが国にとって歴史上又は芸術上

価値の高いもの並びに考古資料及び

その他の学術上価値の高い歴史資料

のうち重要なもので文部科学大臣が

指定したものをいう。 

２ 国宝とは、重要文化財のうち世界

文化の見地から価値の高いもので、

たぐいない国民の宝たるものとして

文部科学大臣が指定したものをい

う。 

３ 重要有形民俗文化財とは、衣食住、

生業、信仰、年中行事等に関する風

俗慣習、民俗芸能及びこれらに用

いられる衣服、器具、家具その他の

物件でわが国民の生活の推移のため

欠くことのできないものとして文部

科学大臣が指定したものをいう。 

４ 史跡とは、貝塚、古墳、都城跡、城

跡、旧宅その他の遺跡で、わが国に

とって歴史上又は学術上価値の高

いものをいう。 

５ 重要な文化財とは、重要文化財、

重要民俗文化財及び史跡以外の文化

財のうち重要なものとして、その所

在する地方公共団体が指定したもの

をいう。 

６ 本項の防火対象物は、建築物に限

られるものではなく、建造物とは土

地に定着する工作物一般を指し、建

築物、独立した門塀等が含まれるも

のであること。 

７ ⑴項から⒃項に該当する防火対象

物が本項であるときは、本項で必要

な消防用設備等のほかに⑴項から⒃

項の用途に必要な消防用設備等の設

置も必要であること。 

 

⒅項 

 

 

アーケードとは、日よけ、雨よ

け又は雪よけのため路面上に相当

の区間連続して設けられる公益上

必要な構築物、工作物その他の施

 １ 夏季に仮設的に設けられる日よけ

は、本項に含まれないものであるこ

と。 

２ 延長は屋根の中心線で測定するも
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設をいう。 のであること。 

⒆項 本項は、市町村長の指定する山林

をいう。 

 山林とは、山岳山林に限らず森林、原

野及び荒蕪地が含まれるものであるこ

と。 

⒇項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省令第５条で定義されているた

め省略 

 １ 船舶安全法（昭和８年法律第11

号）第２条第１項の規定が適用され

ない船舶のうち、次のものが本項に

含まれる。 

⑴ 災害発生時にのみ使用する救

難用の船舶で国又は地方公共団

体の所有するもの 

⑵ 係船中の船舶 

⑶ 告示（昭和49年運輸省告示第

353号）で定める水域のみを航行す

る船舶 

２ 船舶安全法第32条によって同法

第２条第１項の規定の適用を受け

ない政令で定める総トン数20t未

満の漁船は、専ら本邦の海岸から

20海里（昭和55年４月１日から12

海里）以内の海面又は内水面にお

いて従業するものであること。（船

舶安全法第32条の漁船の範囲を

定める政令（昭和49年政令第 258

号）） 

３ 鉄道営業法に基づく、鉄道に関す

る技術上の基準を定める省令（平成

13年国土交通省令第151号）第83

条で定める消火器を備え付けなけ

ればならない場所は、機関車（蒸気

機関車を除く。）、旅客車及び乗務

係員が執務する車室を有する貨物

車であること。 

４ 軌道法に基づく軌道運転規則

（昭和29年運輸省令第22号）第37

条に定める消火用具を備え付けなけ

ればならない場所は、車両（蒸気機関

車を除く。）の運転室又は客扱若しく

は荷扱のため乗務する係員の車室で

あること。 

５ 軌道法に基づく無軌条電車運転規

則（昭和25年運輸省令第92号）第26

条に定める消火器を設けなければ

ならないものは、すべての車両であ

る。 

６ 道路運送車両法に基づく道路運送

車両の保安基準（昭和26年運輸省令
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⒇項 

第67号）第47条に定める消火器を備

えなければならない自動車は、次の

とおりである。 

⑴ 火薬類（火薬にあっては５

kg、猟銃雷管にあっては2、000

箇、実砲、空砲、信管又は火管

にあっては200箇をそれぞれ超

えるものをいう。）を運送する自

動車（被けん引自動車を除く。） 

⑵ 危政令別表第３に掲げる数量

以上の危険物を運送する自動車

（被けん引自動車を除く。） 

⑶ 道路運送車両の保安基準の細

目を定める告示（平成14年国土

交通省告示第619号）で定める

品名及び数量以上の可燃物を運

送する自動車（被けん引自動車を

除く。） 

⑷ 150kg以上の高圧ガス（可燃性

ガス及び酸素に限る。）を運送す

る自動車（被けん引自動車を除

く。） 

⑸ 前各号に掲げる火薬類、危険

物、可燃物又は高圧ガスを運送す

る自動車をけん引するけん引自動

車 

⑹ 放射性輸送物等、核燃料輸送物

等又は核分裂性輸送物等を運搬す

る自動車のうち、道路運送車両法

に基づく道路運送車両の保安基準

第47条第１項第６号に該当する自

動車 

⑺ 乗車定員11人以上の自動車 

⑻ 乗車定員11人以上の自動車をけ

ん引するけん引自動車 

⑼ 幼児専用車（専ら幼児の運送の

用に供する自動車をいう。） 

※ 避難所が開設された場合、防火対象物の用途に変更が生じないものとして運用する。 



 

別表２ 

区分 (Ａ)主たる用途部分 (Ｂ)従属的用途部分 

⑴項 

イ 

舞台部・客席・映写室・ロビー・切符売場・

出演者控室・大道具・小道具室・衣装部屋・

練習室 

専用駐車場・売店・食堂・

喫茶室 

ロ 
集会室・会議室・ホール・宴会場 食堂・喫茶室・専用駐車

場・図書室・展示室 

⑵項 

イ 
客席・ダンスフロア・舞台部・調理室・更衣

室 

託児室・専用駐車場 

ロ 

遊技室・遊技機械室・作業室・更衣室・待合

室・景品場・ゲームコーナー・ダンスフロア・

舞台部・客席 

売店・食堂・喫茶室・専用

駐車場 

ハ 
客室・通信機械室・リネン室・物品庫・更衣

室・待合室・舞台部・休憩室・事務室 

託児室・専用駐車場・売店 

ニ 
客室・通信機械室・物品庫・更衣室・待合室・

舞台部・休憩室・事務室 

託児室・専用駐車場・売店 

⑶項 
イ 客席・客室・厨房 結婚式場・専用駐車場 

ロ 客席・客室・厨房 結婚式場・専用駐車場 

⑷項  

売場・荷さばき室・商品倉庫・食堂・事務室 催事場・写真室・遊技場・

結婚式場・専用駐車場・

美、理容室・診療室・集会

室 

⑸項 
イ 

宿泊室・フロント・ロビー・厨房・食堂・浴

室・談話室・洗濯室・配膳室・リネン室 

娯楽室・宴会場・結婚式

場・バー・会議室・ビアガ

ーデン・両替所・旅行代理

店・専用駐車場・美、理容

室・売店 

ロ 
居室・寝室・厨房・食堂・教養室・休憩室・

浴室・共同炊事場・洗濯室・リネン室 

売店・専用駐車場 

⑹項 

イ 

診療室・病室・産室・手術室・検査室・薬局・

事務室・機能訓練室・面会室・談話室・研究

室・厨房・付添人控室・洗濯室・リネン室・

医師等当直室 

食堂・売店・専用駐車場 

ロ 
居室・集会室・機能訓練室・面会室・食堂・

厨房 

売店 

ハ 
教室・職員室・遊技室・休養室・講堂・厨房・

体育館 

食堂 

ニ 

居室・集会室・機能訓練室・面会室・厨房・

診療室・作業室・教室・職員室・遊技室・休

養室・講堂・体育館 

食堂・売店 

⑺項  教室・職員室・体育館・講堂・図書室・会議 食堂・売店 



室・厨房・研究室・クラブ室・保健室 

⑻項  

閲覧室・展示室・書庫・ロッカー室・ロビー・

工作室・保管格納庫・資料室・研究室・会議

室・休憩室 

食堂・売店 

⑼項 
イ 

脱衣場・浴室・休憩室・体育室・待合室・マ

ッサージ室・ロッカー室・クリーニング室 

食堂・売店 

ロ 脱衣場・浴室・休憩室・クリーニング室 専用駐車場 

⑽項  

乗降場・待合室・運転指令所・電力指令所・

手荷物取扱所・一時預り所・ロッカー室・仮

眠室 

売店・食堂・旅行案内所 

⑾項  
本堂・拝殿・客殿・礼拝堂・社務所・集会室 宴会場・厨房・結婚式場・

専用駐車場 

⑿項 

イ 
作業所・設計室・研究室・事務室・更衣室・

物品庫 

売店・食堂・専用駐車場・

託児室 

ロ 
撮影室・舞台部・録音室・道具室・衣裳室・

休憩室 

売店・食堂・専用駐車場 

⒀項 
イ 車庫・車路・修理場・洗車場・運転手控室 売店・食堂 

ロ 格納庫・修理場・休憩室・更衣室 専用駐車場 

⒁項  物品庫・荷さばき室・事務室・休憩室 売店・食堂・専用駐車場 

⒂項  
事務室・休憩室・会議室 売店・食堂・専用駐車場・

診療室 

（注） 本表（Ａ）欄及び（Ｂ）欄に列挙されている用途は、当該用途と態様が極め

て類似しているものをそれぞれ含むものとする。 

 

 


